
第６号様式別表５記載要領
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この計算書は、法第72条の２第１項第３号若しくは第４号に掲げる事業を行う法人、法第
72条の23第２項若しくは地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）附則第１
条第５号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第２項の規定の適用を受ける医療法人若
しくは農業協同組合連合会、法第72条の24の規定の適用を受ける法人、事業税を課されない
事業とその他の事業とを併せて行う法人、法人税法第27条、第62条第２項、第62条の５第２
項若しくは第142条の２の２若しくは所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８
号。以下この記載要領において「令和２年所得税法等改正法」という。）第３条の規定（令
和２年所得税法等改正法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法
人税法（以下この記載要領において「令和２年旧法人税法」という。）第27条の規定の適用
を受ける法人、租税特別措置法第57条の７第１項、第57条の７の２第１項、第59条第１項若
しくは第２項、第61条の２第１項、第61条の３第１項、第66条の13、第67条の14第１項、第
67条の15第１項、第68条の３の２第１項若しくは第68条の３の３第１項若しくは令和２年所
得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の７第１項、第57条の７
の２第１項、第59条第１項若しくは第２項、第61条の３第１項、第66条の13、第68条の３の
２第１項、第68条の３の３第１項、第68条の57第１項、第68条の57の２第１項、第68条の62
第１項若しくは第２項、第68条の64第１項、第68条の65第１項若しくは第68条の98の規定の
適用を受ける法人、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
（平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。）第18条の３第
１項若しくは令和２年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法第18条の３
第１項若しくは第26条の３第１項の規定の適用を受ける法人又は政令第21条の２の３若しく

法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第６号様式、第６号様式（その２）
又は第６号様式（その３）の申告書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課
税信託の名称を併記すること。

法第72条の２第１項第１号に掲げる事業と同項第３号に掲げる事業とを併せて行う法人
（同項第１号ロに掲げる法人に限る。）にあってはそれぞれの事業に係る所得の金額の計算
の別を明らかにして記載し、同項第１号に掲げる事業と同項第３号又は第４号に掲げる事業
とを併せて行う法人（同項第１号イに掲げる法人に限る。）にあっては同項第１号に掲げる
事業に係る所得の金額及び単年度損益と同項第３号又は第４号に掲げる事業に係る単年度損
益との計算の別を明らかにして記載し、同項第３号に掲げる事業と同項第４号に掲げる事業
とを併せて行う法人（同項第３号イに掲げる法人に限る。）にあってはそれぞれの事業に係
る単年度損益の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。

「　　　　　　　　　　第１号
　　法第72条の２第１項第３号に掲げる事業　　となっている箇所については、事業の区
　　　　　　　　　　　第４号　　　　　　　」
分に応じ、「第１号」、「第３号」又は「第４号」のいずれかを○印で囲んで表示するこ
と。

「法人番号」欄には、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。

　外国の事務所又は事業所（政令第20条の２の19第１項に規定する外国の事務所又は事業所
をいう。以下この記載要領において同じ。）を有しない内国法人が事業年度の中途において
外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人（法第72条の19に規定
する特定内国法人をいう。）が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しない
こととなった場合には、「外国における事務所又は事業所の期末の従業者数(37)」の欄に
は、当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を
合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数を生じたと
きは、これを１人とする。以下この記載要領において同じ。）を記載し、「期末の総従業者
数(38)」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事
務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に
１人に満たない端数を生じたときは、これを１人とする。）と当該事業年度に属する各月の
末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数
で除して得た数とを合計した数を記載すること。

は地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第264号）による改正前の政令第21
条の２の３の規定の適用を受ける法人が、課税標準となる所得の計算を行う場合又は単年度
損益の計算を行う場合に記載し、第６号様式、第６号様式（その２）又は第６号様式（その
３）の申告書に添付すること。
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法第72条の２第１項第３号イに掲げる法人又は同項第４号に掲げる事業を行う法人が、同
項第３号に掲げる事業又は同項第４号に掲げる事業に係る単年度損益の計算を行う場合に
あっては、「繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額㉕」及び「債務免除等があった
場合の欠損金額等の当期控除額㉖」の各欄は記載しないこと。

外国の事務所又は事業所（政令第20条の２の20第１項に規定する外国の事務所又は事業所
をいう。以下この記載要領において同じ。）を有しない内国法人が事業年度の中途において
外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人（法第72条の19に規定
する特定内国法人をいう。）が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しない
こととなった場合には、「外国における事務所又は事業所の期末の従業者数㊲」の欄には、
当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計
した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数を生じたとき
は、これを１人とする。以下この記載要領において同じ。）を記載し、「期末の総従業者数
㊳」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所
又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人
に満たない端数を生じたときは、これを１人とする。）と当該事業年度に属する各月の末日
現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除
して得た数とを合計した数を記載すること。

「外国の事業に帰属する所得」又は「非課税等所得」のある法人にあっては、外国の事業
に帰属する所得の計算又は非課税等所得の計算に関する明細書を添付すること。

「外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額⑪」の欄は、法第72条の24
前段に規定する区分計算の方法によって事業税に係る所得計算をする法人が外国の事業に帰
属する所得に対して課された外国法人税の額を記載すること。


